
組織的に行うよう配慮することを示している。

障害者の権利に関する条約に掲げられたインクルーシブ教育システムの構築を目

指し，生徒の自立と社会参加を一層推進していくためには，通常の学級，通級によ

る指導，特別支援学級，特別支援学校において，生徒の十分な学びを確保し，一人

一人の生徒の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必

要がある。

通常の学級においても，発達障害を含む障害のある生徒が在籍している可能性が

あることを前提に，全ての教科等において，一人一人の教育的ニーズに応じたきめ

細かな指導や支援ができるよう，障害種別の指導の工夫のみならず，各教科等の学

びの過程において考えられる困難さに対する指導の工夫の意図，手立てを明確にす

ることが重要である。

これを踏まえ，今回の改訂では，障害のある生徒などの指導に当たっては，個々

の生徒によって，見えにくさ，聞こえにくさ，道具の操作の困難さ，移動上の制

約，健康面や安全面での制約，発音のしにくさ，心理的な不安定，人間関係形成の

困難さ，読み書きや計算等の困難さ，注意の集中を持続することが苦手であること

など，学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し，個々の生徒の困

難さに応じた指導内容や指導方法を工夫することを，各教科等において示してい

る。

その際，音楽科の目標や内容の趣旨，学習活動のねらいを踏まえ，学習内容の変

更や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに，生徒の学習負

担や心理面にも配慮する必要がある。

例えば，音楽科における配慮として，次のようなものが考えられる。

・音楽を形づくっている要素（音色，リズム，速度，旋律，テクスチュア，強
弱，形式，構成など）を知覚することが難しい場合は，要素に着目しやすくで

きるよう，音楽に合わせて一緒に拍を打ったり体を動かしたりするなどして，

要素の表れ方を視覚化，動作化するなどの配慮をする。なお，動作化する際

は，決められた動きのパターンを習得するような活動にならないよう留意す

る。

・音楽を聴くことによって自分の内面に生まれる様々なイメージや感情を言語化
することが難しい場合は，表現したい言葉を思い出すきっかけとなるよう，イ

メージや感情を表す形容詞などのキーワードを示し，選択できるようにするな

どの配慮をする。

これらはあくまで例示である。実際の学習の場面においては，生徒の困難さの状

態を把握しつつ，他の生徒との関係性や学級集団の雰囲気などに応じて，適切かつ

臨機応変に対応することが求められる。

96

第４章
指導計画の
作成と内容の
取扱い


